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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
正
式
に

は
「
個
人
番
号
」
と
い
い
、
住

民
票
の
あ
る
す
べ
て
の
人
に
一

つ
ず
つ
付
け
ら
れ
る
12
桁
の
番

号
の
こ
と
で
す
。
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
利
用

す
る
番
号
で
す
。

　

ま
た
、「
通
知
カ
ー
ド
」や「
個

人
番
号
カ
ー
ド
」
は
大
切
な
も

の
で
す
か
ら
、
な
く
さ
な
い
よ

う
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入

に
よ
り
、
次
の
３
つ
の
効
果
が

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
公
平
な
社
会
の
実
現

　

所
得
や
ほ
か
の
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
受
給
状
況
を
把
握
し
や
す

く
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

本
当
に
困
っ
て
い
る
人
に
き
め

細
や
か
な
支
援
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

②
住
民
の
利
便
性
向
上

　

年
金
や
福
祉
な
ど
の
申
請
時

に
、
用
意
す
る
書
類
が
減
る
な

ど
、
行
政
手
続
き
が
簡
素
化
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
行
政
機
関
が

持
っ
て
い
る
自
分
の
情
報
を
確

認
し
た
り
、
行
政
機
関
か
ら
さ

ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
を

受
け
取
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

③
行
政
の
効
率
化

　

行
政
事
務
が
効
率
化
さ
れ
る

こ
と
で
、
事
務
が
よ
り
正
確
で

迅
速
に
な
り
ま
す
。
複
数
の
業

務
間
で
の
連
携
が
進
み
、
作
業

の
重
複
な
ど
の
無
駄
が
削
減
さ

れ
ま
す
。

　

平
成
28
年
1
月
以
降
、
順
次
、

法
律
で
定
め
ら
れ
る
社
会
保

障
、
税
、
災
害
対
策
の
行
政
手

続
き
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
年
金
や
雇
用
保

険
、
医
療
保
険
の
手
続
き
、
児

童
手
当
や
生
活
保
護
な
ど
福
祉

の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税

の
手
続
き
で
、
申
請
書
な
ど
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
を
求
め

ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
勤
務
先
や
保
険
会
社
、

証
券
会
社
な
ど
か
ら
も
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
業
主
は
、

従
業
員
の
健
康
保
険
や
厚
生
年

金
、
源
泉
徴
収
の
手
続
き
の
た

め
、
保
険
会
社
や
証
券
会
社
な

ど
は
、
保
険
金
や
配
当
金
の
法

定
調
書
の
提
出
の
た
め
、
個
人

に
代
わ
っ
て
手
続
き
を
行
う
必

要
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
お
知
ら
せ
す
る
「
通
知

カ
ー
ド
」
が
、
平
成
27
年
10
月

か
ら
原
則
と
し
て
住
民
票
の
住

所
地
宛
て
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　

通
知
カ
ー
ド
に
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
と
氏
名
、
住
所
、
生
年

月
日
お
よ
び
性
別
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。
顔
写
真
が
付
い
て
い

な
い
の
で
、
通
知
カ
ー
ド
だ
け

で
は
本
人
確
認
が
で
き
ま
せ
ん
。

本
人
確
認
に
は
、
免
許
証
や
パ

ス
ポ
ー
ト
な
ど
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
住
民
票
の
住
所
地
と

異
な
る
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る

人
は
、
通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取

れ
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

9
月
中
に
現
在
の
住
所
地
に
住

民
票
を
異
動
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

通
知
カ
ー
ド
と
同
封
の
申
請

書
で
、
身
分
証
明
書
や
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
必
要
と
す
る
手
続
き

な
ど
に
利
用
で
き
る
個
人
番
号

カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に

は
、
券
面
に
書
か
れ
て
い
る
情

報
の
ほ
か
に
、
希
望
す
れ
ば
電

子
証
明
書
が
搭
載
さ
れ
ま
す
。

こ
の
電
子
証
明
書
を
使
っ
て
、

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申

告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
な
ど
の

各
種
電
子
申
告
が
可
能
に
な
り

ま
す
。
な
お
、
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に

は
年
金
や
税
な
ど
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
性
の
高
い
個
人
情
報
は
記

録
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
申
請
】

　

通
知
カ
ー
ド
と
一
緒
に
送
付

さ
れ
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
自
分
の
顔
写
真
を
貼

り
申
請
し
ま
す
。

【
交
付
時
期
】

　

平
成
28
年
1
月
以
降
に
交
付

さ
れ
ま
す
。
な
お
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
交
付
時
に
通
知
カ
ー

ド
は
回
収
し
ま
す
。

【
有
効
期
限
】

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
有
効
期

限
は
、
20
歳
以
上
の
人
は
10
年

（
発
行
の
日
か
ら
10
回
目
の
誕
生

日
ま
で
）、
20
歳
未
満
の
人
は

5
年
（
発
行
の
日
か
ら
5
回
目

の
誕
生
日
ま
で
）
で
す
。
ま
た
、

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
、

原
則
と
し
て
発
行
の
日
か
ら
5

回
目
の
誕
生
日
ま
で
で
す
。

【
住
所
な
ど
に
変
更
が
あ
る
と
き
】

　

カ
ー
ド
の
記
載
内
容
に
変
更

が
あ
っ
た
と
き
は
、
カ
ー
ド
の

記
載
内
容
を
変
更
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
引
っ
越
し
な
ど
で

住
所
が
変
わ
る
と
き
な
ど
、
届

け
出
の
際
に
、
通
知
カ
ー
ド
か

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
い
ず
れ
か

を
提
出
し
、
記
載
内
容
を
変
更

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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平
成
27
年
10
月
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
（
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
）
が
始
ま
り
ま
す
。

社
会
保
障
や
税
、
災
害
対
策
の
分
野
で
広
く
活
用
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
皆
さ
ん
の
生
活
に
か
か
わ
っ
て

く
る
制
度
で
す
。

今
月
号
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
目
的
や
便
利
な
点
な
ど
、
そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

あ
な
た
だ
け
の
12
桁

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
は
じ
ま
り
ま
す

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

押さえて

おきたい

ポイントを

紹介します！

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
う
と

ど
ん
な
効
果
が
あ
る
の
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

必
要
に
な
る
の
は
い
つ
？

通知カード
個人番号　１２３４  ５６７８  ９０１２
氏名　日野　太郎

住所　鳥取県日野郡日野町○○ 1番地

平成○年○月○日生　性別　男  　　　日野町長
発行　平成 27 年 10 月○日　　   　A123456789

▲通知カード（イメージ）

本
人
確
認
に
利
用
で
き
る

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

◎個人番号カードには、マイナンバーと氏名、住所、生年月日、性別、

顔写真およびＩＣチップが付いています。マイナンバーが必要な手続

きの際など、本人確認がこれ１枚で可能です。

▼個人番号カード（イメージ）

【マイナンバーについてのお問合せは】
●役場住民課（電話 72 ‐ ０３３３）
●役場総務課（電話 72 ‐ ０３３１）
●マイナンバーコールセンター 
  （電話０５７０ ‐ 2 ０ ‐ ０１７８）
　受付時間：平日 午前 9 時 30 分～午後 5 時 30 分

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
は
12
月
で
終
了
し
ま
す

　

平
成
28
年
1
月
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
開
始
以
降
、
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
の
新
規
発
行
は
行
い
ま
せ
ん
。

　

交
付
済
み
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
有
効
期
限
ま
で
利
用
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
中
に
記
録
さ
れ
た
電
子
証
明
書
が
利
用
で
き
る
の
は
、
電
子

証
明
書
の
有
効
期
限
（
証
明
書
発
行
か
ら
3
年
）
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
時
に
、
通
知
カ
ー
ド
と
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

は
廃
止
・
回
収
し
ま
す
。

マイナンバーは皆さんの

生活を支えます！

「
通
知
カ
ー
ド
」

が
届
き
ま
す


